
すっきり寄付のお申込み用紙 
 

※ 寄贈されるお荷物にはこの用紙を同梱してください。 
 

発送日        年      月     日 

ふりがな  

お名前  

 

住所 〒 

 

お電話番号  

メールアドレス  

お礼状についてのご

希望 

 メールアドレスをご記入いただいた方には、メールでお礼をお送りします。 
その他の方法でお礼状をご希望の場合は、下記欄をご記入ください。 

 

□お礼はがきを希望  □その他（              ） 
 

ACC21を知った経緯 □ウェブサイト □Facebook □知人・友人からの紹介 

□その他（                     ） 

関心のあるテーマ 
※物品の寄贈を通じたご寄付

は、ACC21 の活動全般に活用

させていただきます 

□アジア女性支援  □フィリピンのストリートチルドレン支援 

□日韓みらい若者支援 

□その他（                     ） 
※記入いただきました住所・メールアドレス宛に、ACC21 からの活動報告やお知らせをお送りすることがあります。 

 

【ACC21は認定 NPO法人です。ACC21へのご寄付は税制上の優遇措置の対象となります】 
「すっきり寄付」を通じてご寄贈いただいた物品のうち一部は額面分の寄付金としてお受け取りします（詳細は下表

をご参照ください）。「寄付金受領証明書」は寄贈をお受け付けした翌年 1 月に郵送します。ただし、グループや団体

で集めた物品をご寄贈された場合は、原則「寄付金受領証明書」を発行することができませんのであらかじめご了承

ください。 

ご質問などがありましたら「kifu@acc21.org」宛てにお問合せください。 

【事務局記入欄】                        年   月   日受付（担当：       ） 

  《寄付金として扱う物品》 

□ 書き損じ・未使用ハガキ  枚 円分 

□ 未使用切手（日本）  円分 

□ 未使用プリペイドカード  枚 円分 

□ 未使用商品券（金額記載のもの）    枚   円分 

  合計 円 

《その他の物品》※換金額分の寄付を行ったことにはなりませんのでご注意ください

□ 未使用切手（海外）  グラム 

□ 使用済切手 
□ 日本  グラム 

□ 海外  グラム 

□ 外国通貨 
□ コイン  グラム 

□ 紙幣  枚 

□ 使用中／済プリペイドカード  グラム 

□ 未使用テレホンカード  50 度数：  枚／105 度数：  枚 

□ トレーディングカード  グラム 

□ 未使用商品券（金額の記載なし）・株主優待券    枚      円分 

※収集対象となる物品の詳細やお送りいただく際の注意事項について、必ず裏面（またはウェブサイト）をご確認ください。 

 
 

スキ
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 一覧
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 Mail/ 
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mailto:kifu@acc21.org
about:blank


日本・外国の未使用の切手
※未使用のレターパックも対象です
※バラの切手、または切手シート
　どちらも対象になります
※日本と外国で袋を分けてください

日本・外国の使用済みの切手
※切手の代わりのメータースタンプや
　メール便のシールは対象外です
※切手は封筒からはがさないでください
（ただし、すでにはがしてある場合は、
  そのままお送りください）

書き損じた、または、未使用の
郵政はがき・年賀はがき
※かもめ～るなども対象になります
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認定NPO法人

アジア・コミュニティ・センター21（ACC21）
〒113-8642　東京都文京区本駒込2-12-13　アジア文化会館1F
Tel：03-3945-2615　Fax：03-3945-2692　URL：https://acc21.org

・お送りいただく際は、「申込用紙」（裏面）に記入のうえ、ご寄贈されるお荷物に同梱してください。（匿名でのご寄贈も可能です）

・送付にかかる費用は、ご寄贈者さまでご負担をお願いいたします。着払いでのご送付はご遠慮ください。

・収集対象以外の品物のご送付はご遠慮ください。一度お送りいただいた品物の返却には応じかねます。

・すっきり寄付を通じたご寄付はのうち、「書き損じ・未使用はがき／日本の未使用切手／未使用プリペイドカード／未使用商品券（額面記載のもの）」
  は額面分の寄付として受領し、「寄付金受領証明書」を発行します。「寄付金受領証明書」は、寄贈受付日の翌年の1～2月にまとめて郵送します。
   （ACC21は認定NPO法人のため、ご寄付は税制上の優遇措置の対象となります）
　※ただしグループや会社で不特定多数から寄贈品を集められた場合は「寄付金受領証明書」を発行することができません。寄贈物品の数量などを記載した礼状は発行できます。

・上記以外の物品は、「物品の寄贈」としてお受け取りします。（換算額分のご寄付とはなりませんのでご理解ください）

・お礼状・お礼メールの発送までお時間をいただく場合があります。

●集めているもの

●送り先

　留意事項（ご理解のうえ、お申し込みください）！

はがき
書き損じ ・ 未使用

外国通貨
外国の硬貨または紙幣
※古い硬貨・紙幣も対象になります
※国ごとに分ける必要はありません

プリペイド
カード

使用済みまたは未使用の
プリペイドカード *1
※可能なら、使用済み・使用中と未使用で
　袋を分けてください

商品券 ・
株主優待券

未使用の商品券または
株主優待券
※期限切れにご注意ください

中古・未開封のトレーディングカード
※可能なら、種類ごとに分類してください

ト
カード
レーディング

未使用切手

使用済み
切手

http://acc21.org/donation/book.html

認定NPO法人 アジア・コミュニティ・センター21（ACC21）　すっきり寄付係

〒113-8642　東京都文京区本駒込2-12-13　アジア文化会館1F　Tel：03-3945-2615

*1 対象となるプリペイドカードは下記のとおりです。

おうちに眠っている「書き損じはがき」や「使用済みの切手」はありませんか？
あなたにとって"いらないもの"でも、わたしたちACC21にとっては宝物です。
お送りいただいたものはお金に換えて、アジアの若者たちの支援をはじめとしたACC21の活動全般に活用します。

テレホンカード、QUOカード、図書カード、交通系プリペイドカード（パスネット、Suica、オレンジカード、一日乗車カード、ハイウェイ
カードなど）、ふみカード
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